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猪俣恒雄議員（Ｐ７）
○急増する外国人労働者について
○町長の政治姿勢について

五十嵐一夫議員（Ｐ８）
○建築計画に町の「規則」を遵守しよう
○バスを中心とした公共交通が、もっと利用者側にたっ
て利用の促進向上を図れ
○人口問題、交流人口の維持・拡大の取組として、高
校の存続とホテルの誘致を

山口享議員（Ｐ９）
○町長の政治姿勢について
○道の駅あいづ湯川・会津坂下について
○教育環境について

赤城大地議員（Ｐ10）
○公共施設等総合管理計画について
○近隣市町村との広域連携について

横山智代議員（Ｐ11）
○学校教育環境の整備について
○国民健康保険税について
○高齢者へのサポート、地域とのかかわりについて

渡部正司議員（Ｐ12）
○「干ばつ対策本部」の仕事は何か
○「干ばつ対策本部」の対応について
○「干ばつ対策本部」の報告方法について
○「干ばつ対策本部」の対応は当事者意識が希薄だ、
との指摘をどう受け止めるか
○今回の干ばつによる農家の減収、被害額、および町
税の減収等の被害状況について
○今後の干ばつ対策の総括は
○基幹産業である農業を自然災害からどのように守っ
ていくのか

小畑博司議員（Ｐ13）
○獣害被害の現状と、今後の予測についての考えは
○防災体制の見直しが必要ではないか
○行政組織の維持についての方策は
○残留放射性物質についての考えは
○義務教育におけるICT化の功罪をどのように考える
か

佐藤宗太議員（Ｐ14）
○協働のまちづくりについて
○観光行政について
○当町の知的財産に関する取り組みの現状と今後は
○地域団体商標登録に向けた取り組みの現状と今後の
予定は

条
例
改
正

○
会
津
坂
下
町
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

○
会
津
坂
下
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

29
年
度
決
算
認
定

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定

○
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
認
定

○
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
認
定

○
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
認
定

○
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定

30
年
度
補
正
予
算

○
一
般
会
計
（
第
２
号
）

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（
第

２
号
）

○
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
２
号
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

（
第
１
号
）

○
下
水
道
事
業
特
別
会
計
（
第
２

号
）

○
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

（
第
２
号
）

○
水
道
事
業
会
計
（
第
２
号
）

審
議
し
た

そ
の
他
の
議
案

審議案件に対する賛否の
状況（賛否が分かれた議案）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16
物
江　
政
博

赤
城　
大
地

横
山　
智
代

渡
部　
正
司

小
畑　
博
司

佐
藤　
宗
太

山
口　
　
享

三
橋　
　
薫

青
木
美
貴
子

五
十
嵐
正
康

渡
部　
順
子

五
十
嵐
一
夫

水
野　
孝
一

酒
井　
育
子

猪
俣　
恒
雄

古
川　
庄
平

平成29年会津坂下町一般会計歳入歳出
決算認定について ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 議

長
平成29年会津坂下町坂下東第一地区土
地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
認定について

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 議
長

平成29年会津坂下町水道事業会計決算
認定について × × × × × × × × × × × × × × × 議

長

会津坂下町長の辞職勧告決議について × × × × ○ × × × × × × ○ × × × 議
長

上記以外の議案は賛成全員で可決しました。○：賛成　×：反対　欠：欠席　議長は採決に加わりません
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平成32年着工を延期したい

猪俣　恒雄 議員

新庁舎建設の進捗状況と今後の方針は

問　
新
庁
舎
建
設
の
進
捗

状
況
と
今
後
の
方
針
は
。

答
弁　
齋
藤
町
長

　
近
年
の
地
方
交
付
税
の

伸
び
の
減
少
、
減
額
、
さ

ら
に
扶
助
費
の
急
増
等
か

ら
再
度
の
財
政
状
況
の
検

証
が
必
要
と
の
見
地
か
ら
、

来
年
度
以
降
今
後
10
年
間

の
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
策
定
し
た
結
果
、
庁

舎
建
設
に
着
手
し
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
大
変
厳
し

い
財
政
状
況
が
予
想
さ
れ

る
こ
と
が
判
明
し
、
平
成

32
年
度
着
工
を
延
期
す
べ

き
と
の
判
断
を
下
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

問　
耐
震
性
に
乏
し
い
現

庁
舎
、
従
来
と
は
異
な
る

建
設
、
発
注
方
法
の
試
算

は
。

答
弁　
齋
藤
町
長

　
老
朽
化
し
た
現
庁
舎
は

耐
震
性
の
観
点
か
ら
も
防

災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

為
、
庁
舎
建
設
は
最
重
点

事
業
の
位
置
づ
け
と
し
て

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
実
施
手
法
に
つ
い
て
は
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
や
レ
ン
タ
ル
方
式

な
ど
様
々
な
事
業
手
法
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
町
が
事

業
を
実
施
し
て
い
く
上
で

何
が
も
っ
と
も
経
済
的
で

最
適
な
手
法
な
の
か
検
討

し
建
設
実
現
に
向
け
今
後

も
精
進
し
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

問　
財
政
健
全
化
の
面
か

ら
町
の
指
定
管
理
施
設
糸

桜
里
の
湯
や
バ
ン
ビ
ィ
へ

の
今
後
の
方
針
は
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
糸
桜
里
の
湯
ば
ん
げ
に

つ
い
て
は
、
施
設
の
老
朽

化
に
と
も
な
う
修
繕
費
用

の
増
加
や
町
全
体
の
事
業

見
直
し
に
お
い
て
、
長
期

の
財
政
計
画
を
予
測
し
た

と
き
に
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

及
び
財
政
に
与
え
る
影
響

が
大
き
い
事
か
ら
、
指
定

期
間
が
終
了
す
る
平
成
33

年
度
を
も
っ
て
、
指
定
管

理
制
度
か
ら
除
外
、
民
間

へ
の
売
却
を
基
本
方
針
と

し
、
具
体
的
な
手
続
き
等

を
整
理
し
な
が
ら
作
業
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
バ
ン
ビ
ィ
に
委
託

し
て
い
る
都
市
公
園
の
管

理
に
つ
い
て
は
効
果
的
な

利
活
用
が
図
れ
る
よ
う
、

町
民
の
立
場
に
立
っ
た
管

理
、
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

こ
れ
も
質
問

問　
外
国
人
労
働
者
の
現

況
は
。

答
弁　
村
山
生
活
課
長

　
８
月
末
１
４
８
名
と

年
々
増
加
。

問　
外
国
人
労
働
者
の
国

保
税
徴
収
状
況
は
。

答
弁　
村
山
生
活
課
長

　
５
８
０
万
円
が
未
納
に

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
33
年
度
以
降
民
間
へ
の
売
却
を
基
本
方
針
と
す
る

糸
桜
里
の
湯
の
今
後
の
方
針
は

糸桜里の湯

　Ｐ Ｆ Ｉ（Private Finance Initiative）と は、
民間資本主導の略。公共施設等の建設、維持管
理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的
能力を活用する手法のこと。
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問　
通
称
安
兵
衛
通
り
に

つ
い
て
、
壁
面
位
置
の
制

限
に
よ
り
、
歩
道
空
間
の

確
保
が
守
ら
れ
て
い
る
の

か
。

　
判
り
や
す
く
言
え
ば
、

境
界
か
ら
自
分
の
敷
地
に

２
ｍ
以
上
後
退
し
、
そ
こ

を
歩
道
に
提
供
さ
せ
る
指

導
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
度

の
ス
ー
パ
ー
改
築
オ
ー
プ

ン
の
工
事
に
際
し
、
な
ぜ

こ
の
規
定
が
遵
守
で
き
な

か
っ
た
の
か
。

答
弁　
青
木
建
設
課
長

　
地
区
計
画
の
内
容
に

沿
っ
て
歩
行
者
空
間
を
確

保
す
る
こ
と
な
ど
協
議
を

し
ま
し
た
、
大
規
模
店
舗

立
地
法
に
関
す
る
指
針
で

駐
車
場
確
保
の
項
目
が
あ

安
兵
衛
通
り
歩
道
の
確
保
を

五十嵐一夫 議員

協
議
は
し
た
が
大
店
法
の
指
針
に
よ
っ
た

地
域
間
幹
線
系
統
の
路
線
の
研
究
を
し
て
い
る

バ
ス
交
通
、
利
用
者
側
に
た
っ
た
利
用
向
上
を

問　
バ
ス
は
走
っ
て
い
る

が
乗
る
に
乗
れ
な
い
バ
ス

が
あ
る
。

　
公
共
交
通
の
隣
接
市
町

村
と
の
提
携
・
協
力
の
取

組
の
研
究
・
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
西
会
津
町
の
町
民
バ
ス

は
運
輸
支
局
の
登
録
の
関

係
か
ら
、
重
複
し
て
い
る

経
路
内
で
の
乗
降
は
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

り
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
不

足
が
生
じ
る
た
め
、
後
退

で
き
な
い
と
い
う
結
論
に

至
り
ま
し
た
。

問　
坂
下
西
第
２
土
地
区

画
整
理
地
区
に
お
い
て
、

建
物
軒
先
が
隣
地
境
界
よ

り
１
ｍ
以
上
の
協
定
の
規

定
が
な
ぜ
遵
守
さ
れ
な
い

の
か
。

答
弁

　
青
木
建
設
課
長

　
協
定
が
遵
守
さ
れ
て
い

な
い
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら

れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
方

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
一

定
の
効
果
は
得
え
ら
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
地
域
間
幹
線
系
統
の
乗

降
調
査
等
を
実
施
し
、
利

用
実
態
の
把
握
に
努
め
て

い
ま
す
。

　
会
津
若
松
市
を
中
心
に

担
当
者
会
議
を
定
期
的
に

実
施
し
情
報
交
換
、
利
用

者
か
ら
の
声
を
材
料
に
、

地
域
間
幹
線
系
統
の
路
線

の
あ
り
方
等
を
、
意
見
交

換
し
研
究
し
て
い
ま
す
。

問　
小
銭
を
必
要
と
し
な

い
な
ど
、
料
金
に
つ
い
て

簡
便
な
方
法
な
ど
の
研
究

を
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
一
律
運
賃
は
利
用
者
の

不
公
平
感
と
割
引
分
の
減

収
を
補
え
な
い
こ
と
も
あ

り
、
現
実
的
で
あ
り
ま
せ

ん
。

　
会
津
乗
合
自
動
車
株
式

会
社
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｃ
化

カ
ー
ド
の
導
入
の
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
質
問

問　
高
校
存
続
に
努
力
を

し
て
き
た
の
か
、
見
え
る

よ
う
な
存
続
へ
の
努
力
を

し
て
い
く
考
え
は
。

答
弁　
齋
藤
町
長

　
福
島
県
教
育
委
員
会
の

方
針
で
10
年
間
で
１
０
０

学
級
減
ら
す
方
針
が
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
現
状
で
は
、
本
町
の
二

つ
の
県
立
高
校
が
統
合
の

対
象
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
は
大
変
残
念
で
す
。

　
両
校
の
存
続
に
つ
い
て

積
極
的
に
声
を
大
に
し
て

訴
え
て
い
き
ま
す
。

問　
ホ
テ
ル
誘
致
の
行
動

を
促
す
が
。

答
弁　
板
橋
産
業
課
長

　
企
業
誘
致
の
ひ
と
つ
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

地区計画により広く整備された歩道
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説明責任を果たすべく対応します

山口　　享 議員

新庁舎建設について公約不履行の責任は

問　
口
頭
弁
論
・
弁
論
準

備
手
続
が
行
わ
れ
た
の
か
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
こ
の
訴
訟
は
、
株
式
会

社
湯
川
・
会
津
坂
下
が

「
道
の
駅
あ
い
づ
湯
川
・

会
津
坂
下
」
内
で
テ
ナ
ン

ト
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結

し
て
い
る
一
社
に
対
し
起

こ
し
た
も
の
で
、
占
有
面

積
や
営
業
形
態
が
当
初
契

約
時
と
違
っ
た
状
態
に
あ

る
こ
と
や
、
販
売
手
数
料

率
が
会
社
創
設
時
の
株
主

総
会
で
決
め
ら
れ
た
料
率

と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
是
正
す
る
た
め
、
契

約
内
容
の
変
更
に
つ
い
て

の
協
議
を
行
い
ま
し
た
が
、

合
意
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
た
め
、
契
約

期
間
が
昨
年
８
月
31
日
を

も
っ
て
満
了
し
た
こ
と
か

ら
、
物
権
の
明
け
渡
し
と

賃
料
相
当
損
害
額
の
支
払

い
等
を
求
め
て
提
出
し
た

訴
状
を
福
島
地
方
裁
判
所
会
津
若
松
支
部
に
提
出
し
た
も
の
で
す

道
の
駅
の
株
式
会
社
湯
川･

会
津
坂
下
が
起
こ
し
た
訴
訟
に
つ
い
て

問　
公
約
不
履
行
の
責
任

は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

答
弁　
齋
藤
町
長

　
延
期
に
際
し
ま
し
て
は
、

町
民
の
皆
様
な
ど
へ
混
乱

と
行
政
へ
の
不
信
感
を
与

え
て
し
ま
い
、
お
詫
び
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
、
説

明
責
任
を
果
た
す
べ
く
真

摯
に
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
庁
舎
建
設
の

今
後
の
道
筋
を
付
け
て
い

く
の
が
町
長
と
し
て
の
私

の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

問　
地
権
者
へ
の
説
明
は
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
説
明
に
あ
た
り
ま
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
内

容
と
違
っ
た
方
向
と
な
る

こ
と
か
ら
深
く
お
詫
び
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
、
真

摯
に
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

問　
新
庁
舎
の
建
設
は
い

つ
か
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
時
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、

町
民
の
不
安
感
の
払
拭
の

た
め
に
も
財
政
的
裏
付
け

が
最
も
重
要
で
あ
り
財
政

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お

い
て
当
面
厳
し
い
状
況
が

続
く
こ
と
か
ら
、
第
六
次

振
興
計
画
の
前
期
計
画
期

間
を
財
政
健
全
化
へ
向
け

た
集
中
期
間
と
し
て
位
置

付
け
、
財
政
的
裏
付
け
を

担
保
し
た
中
で
後
期
計
画

期
間
内
に
お
い
て
適
正
な

時
期
に
建
設
に
着
手
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
の
で
す
。

　
口
頭
弁
論
・
弁
論
手
続

き
は
、
今
年
３
月
23
日
に

第
１
回
目
が
行
わ
れ
て
以

降
、
７
月
19
日
ま
で
に
４

回
行
わ
れ
、
９
月
５
日
に

５
回
目
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

問　
現
在
の
状
況
に
つ
い

て
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
現
在
の
状
況
は
、
双
方

一
定
の
歩
み
寄
り
に
よ
る

解
決
が
最
善
と
の
考
え
の

も
と
協
議
を
す
す
め
て
お

り
、
引
き
続
き
最
善
の
解

決
が
図
ら
れ
る
よ
う
進
め

て
参
り
ま
す
。
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問　
公
共
施
設
総
合
管
理

計
画
に
つ
い
て
、
イ
ン
フ

ラ
を
含
め
た
多
く
の
施
設

に
お
い
て
老
朽
化
が
目
立

つ
が
何
を
最
優
先
と
し
、

ど
の
よ
う
に
維
持
管
理
、

更
新
し
て
い
く
の
か
。

答
弁　
荒
井
政
策
財
務
課
長

　
本
町
で
は
、
耐
用
年
数

を
迎
え
る
施
設
が
大
半
を

占
め
、
そ
の
維
持
管
理
及

び
更
新
費
用
は
、
約
２
８

０
億
円
と
試
算
さ
れ
、
現

在
の
厳
し
い
財
政
状
況
か

ら
、
全
て
の
施
設
更
新
は

困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

効
果
的
な
長
寿
命
化
・
施

設
保
有
数
の
適
正
化
に
よ

り
、
財
政
負
担
の
軽
減
・

老
朽
化
す
る
施
設
等
の
更
新
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

赤城　大地 議員

財
政
に
鑑
み
な
が
ら
教
育
施
設
を
優
先
し
更
新
し
ま
す

財
政
健
全
化
に
と
っ
て
も
重
要
か
つ
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す

近
隣
市
町
村
と
の
連
携
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

問　
近
隣
市
町
村
と
の
広

域
的
な
連
携
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え

て
い
る
の
か
。

答
弁　
齋
藤
町
長

　
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環

境
は
、
少
子
高
齢
化
を
一

端
と
す
る
中
で
大
き
な
変

化
を
見
せ
て
お
り
、
住
民

の
生
活
は
一
つ
の
自
治
体

を
超
え
た
広
が
り
を
見
せ

て
お
り
ま
す
。

　
一
部
事
務
組
合
や
各
種

協
議
会
な
ど
、
共
通
の
課

題
や
目
的
に
対
し
、
近
隣

市
町
村
が
連
携
し
事
業
を

進
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

住
民
の
生
活
圏
の
広
が
り

を
踏
ま
え
た
う
え
で
近
隣

市
町
村
が
一
体
と
な
り
、

広
域
行
政
・
広
域
連
携
の

視
点
か
ら
、
様
々
な
取
り

組
み
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
ま
た
財
政
健
全
化
を
考

え
た
と
き
に
も
、
重
要
か

つ
必
要
な
こ
と
と
捉
え
、

共
同
で
事
務
手
続
き
を
実

施
し
た
ほ
う
が
よ
り
効
果

的
な
業
務
に
つ
い
て
は
、

今
後
取
り
組
ん
で
ま
い
り

た
い
と
考
え
ま
す
。

平
準
化
を
図
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
現
在
も
実
施

し
て
い
る
日
常
の
施
設
点

検
を
継
続
し
な
が
ら
利
用

者
の
安
全
を
確
保
す
る
と

と
も
に
不
要
な
施
設
の
廃

止
・
売
却
・
除
却
を
進
め
、

保
有
数
量
の
適
正
化
に
努

め
ま
す
。
ま
た
、
施
設
の

更
新
に
つ
い
て
は
町
民
の

生
活
に
影
響
が
大
き
い
施

設
を
優
先
的
に
進
め
、
特

に
学
校
、
庁
舎
、
子
育
て

施
設
、
社
会
教
育
施
設
に

つ
い
て
は
最
優
先
と
し
て

取
り
組
み
ま
す
。
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